ネットボックス型ごみ収集所機材を道路で一時利用される方へ


ネットボックス型ごみ収集所機材を道路で一時的に利用する場合の安全かつ適切な利用を促進し、地域住民の皆様の生活環境保全に資するため、利用者の方には次の通り道路一時利用に関する事項を遵守してくださるようお願いいたします。

１　設置場所について
ネットボックス型ごみ収集所機材等（以下「機材」という。）を設置する際は、必ず民地内に収まるようにしてください。 ごみ収集時以外は、使用する機材を畳むなどして、完全に民地内に収納してください。

２　安全確保と維持管理について
機材の設置および利用にあたり、利用者は以下の点に十分留意し、安全確保および維持管理に責任を負うものとします。
（１）通行の妨げにならないよう設置してください。特に、歩行者や車両の通行に支障が生じないよう、周囲の状況を十分に確認してください。
（２）使用する機材に破損や劣化が生じた場合は速やかに修繕し、安全性を確保してください。事故を未然に防ぐため、定期的な点検を実施してください。
（３）ごみ収集所の設置、利用、維持管理、または使用する機材に起因する事故等については、利用者の責任において対処するものとし、本市は一切の責任を負いません。

３　広告付きネットボックスへの変更について
いま使用している機材を広告付きネットボックスに変更する場合、広告の設置や変更等により、別途、都市計画指導課への屋外広告物許可申請が必要となりますので、その際は速やかにご連絡ください。
■西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区
北部都市計画指導課都市管理係
電話：０４８－６４６－３１７８　FAX：０４８－６４６－３１８９
■中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
南部都市計画指導課都市管理係
電話：０４８－８４０－６１７８　FAX：０４８－８４０－６１８９
[image: ]お問合せ先
環境局　資源循環推進部　廃棄物対策課
家庭系ごみ係
電話　０４８－８２９－１３３６
FAX　０４８－８２９－１９９１




屋外広告物の許可
申請をする方へ


image1.png




